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｜
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
る
代
位
物
の
規
律
｜
｜
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12) 

問
題
の
所
在
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(1
) 

倒
産
手
続
に
お
い
て
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
場
合
、
管
財
人
は
そ
の
職
務
の
遂
行
の
た
め
に
倒
産
財
団
に
属
す
る
も
の
を
処
分
す

る
。
そ
の
際
、
管
財
人
が
（
複
数
の
倒
産
手
続
を
手
掛
け
て
い
る
際
に
は
適
切
な
）
倒
産
財
団
の
管
財
人
と
し
て
、
か
っ
そ
の
倒
産
財

団
の
た
め
に
す
る
意
思
で
処
分
を
行
う
と
き
に
は
、
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
が
当
該
倒
産
財
団
に
帰
属
す
べ
き
こ
と
に
争
い

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
管
財
人
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
で
十
分
に
説
明
で
き
る
の
か
。

他
方
、
次
の
ケ
l

ス
で
は
結
論
そ
れ
自
体
に
も
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
財
人
が
私
人
ま
た
は
他
の
倒
産
財
団
の
管
財
人
と

し
て
、
あ
る
い
は
当
該
倒
産
財
団
の
た
め
に
す
る
意
思
を
有
す
る
こ
と
な
く
処
分
す
る
と
き
。
こ
う
し
た
ケl
ス
で
も
代
位
物
は
当

該
倒
産
財
団
に
帰
属
す
べ
き
な
の
か
、
帰
属
す
べ
き
と
し
た
ら
そ
の
結
論
は
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
倒
産
法
に
お
け
る
物
上
代
位
の
基
本
問
題
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
こ
の
間
い
に
つ

き
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
っ
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
こ
と
自
体
、

(2
) 

識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
般
に
意

こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
倒
産
法
制
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
ド
イ
ツ
で
は
、
旧
破
産
法
（
K
O
）
・
旧
包
括
執
行
法

3
2
0
）
時
代
か
ら
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
き
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
新
倒
産
法
（H
5
0
）
施
行
後

(3
)(

4
) 

に
は
、
ハ
l

ダ
l

の
包
括
的
・
体
系
的
研
究
が
登
場
し
、
問
題
全
体
の
構
造
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
問
題
提
起
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況
を
整
理
・
分
析
す
る
。
そ
の
際
に
は
、

平
板
な
紹
介
で
は
な
く
、
物
上
代
位
に
よ
り
す
べ
て
の
問
題
を
処
理
す
べ
き
と
す
る
立
場
か
ら
他
説
を
批
判
し
、
自
説
を
基
礎
づ
け

る
と
い
う
形
式
を
と
り
た
い
。
問
題
の
所
在
を
ク
リ
ア
に
す
る
に
は
そ
れ
が
適
当
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
予
備
的
作
業
と
し
て
ド
イ
ツ
法
上
の
物
上
代
位
概
念
を
概
説
し
た
あ
と
（
二
）
、
倒
産
法
に
お
け
る
物
上
代
位
、
さ



ら
に
右
に
掲
げ
た
問
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
（
三
、
四
）
、
最
後
に
、
考
察
の
成
果
を
要
約
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
比
較
法

的
示
唆
を
析
出
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
五
）
。

(5
) 

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
物
上
代
位
概
念
一
般

(-) 

意
義

ドイツ倒産法における物上代位

(6
) 

ド
イ
ツ
法
上
、
物
上
代
位
（
色
E
m－
－
の
Z
E

円
g
m
m
位
。
ロ
）
そ
れ
自
体
に
関
す
る
明
文
の
規
定
は
存
し
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
物
上

(7
) 

代
位
は
学
理
上
の
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
M
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
定
式
を
引
い
て
お
こ
う
。
か
れ
の
定
式
は
現
在
一
般
に
共
有
さ
れ
て

(8
) 

い
る
理
解
を
適
切
に
集
約
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
物
上
代
位
は
、
次
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
川
従
前
の
権
利
状
況
が
代
位
物
上
に
継
続
さ
れ
る
、
凶
継

続
は
異
な
る
意
思
表
示
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
法
律
に
よ
り
生
ず
る
、
間
取
得
は
第
三
者
の
財
産
を
介
し
た
経
由
的
取
得
（U
E
各
・

窓
口
問
ω
2
4
司
2
σ
）
な
く
し
て
行
わ
れ
る
。
代
位
物
上
の
権
利
取
得
は
特
別
な
移
転
行
為
な
く
し
て
法
律
に
よ
り
直
接
的
に
生
ず
る
か

ら
、
物
上
代
位
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
切
で
あ
る
」
、
「
物
上
代
位
の
機
能
は
存
立
保
護
（
回g
S
E
R
E
R

）
の
担
保
に
あ
る
」
。

同
規
定

物
上
代
位
と
い
う
概
念
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
諸
規
定
は
、
ド
イ
ツ
法
上
あ
ら
ゆ
る
法
領
域
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
民
法
（
B
G

（9
）
（
叩
）

B
）
、
商
法
（
H
G
B
）
、
民
事
訴
訟
法
（Z
P
O

）
な
ど
。
け
れ
ど
も
、
倒
産
法
（
H
5
0）
に
は
明
文
の
規
定
が
存
し
な
い
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
類
推
適
用
の
可
否
が
争
わ
れ
て
い
る
。
関
連
諸
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
の
考
察
の
な
か
で
触
れ
る
た
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め
、
こ
こ
で
は
全
体
像
を
示
す
に
と
ど
め
よ
う
。



制
定
法
の
状
況
は
、
次
の
三
つ
の
視
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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12) 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
川
「
通
例
条
項
（
円
高
己
自
営
位
向
。
閃

E
g
己
）
」
、
川
何
事
「
資

力
条
項
（
宮
室
。
－w
E
g
o
－
）
」
、
同
「
関
係
条
項
（
回

R

宵
宮
ロ
m
ω
E
S
ω巳）
」
、
凶
そ
の
他
に
分
け
ら
れ
る
。

川
は
、
「
特
別
財
産
に
属
す
る
権
利
に
基
づ
き
、
ま
た
は
特
別
財
産
に
属
す
る
も
の
の
滅
失
、
損
傷
も
し
く
は
侵
奪
の
代
償
と
し

て
取
得
さ
れ
る
も
の
は
、
特
別
財
産
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
定
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
分
解
さ
れ
、
前
者
は
「
権
利
取
得
条
項

第
一
は
、
「
代
位
条
項
（
∞C
R
a
m
Z
S
E
g
s－
）
」

法学研究 81 巻 12 号（2008

（
悶
ゅ
の
Z
8
2

．2
σ
ω
W
E
g
o－
）
」
、
後
者
は
「
代
償
条
項
（
開gm
R
W
E
g
o
－
）
」
と
呼
ば
れ
る
。

凶
の
定
式
は
、
「
特
別
財
産
の
資
力
を
用
い
た
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
も
の
は
、
特
別
財
産
に
帰
属
す
る
」
、
川
の
そ
れ

は
、
「
特
別
財
産
に
関
す
る
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
も
の
は
、
特
別
財
産
に
帰
属
す
る
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
凶
こ
れ
ら

以
外
の
も
の
は
固
有
の
定
式
を
持
た
な
い
。

第
二
は
、
代
位
物
発
生
原
因
で
あ
る
。
物
上
代
位
の
諸
規
定
は
、
代
位
物
発
生
原
因
が
「
法
律
」
か
、
「
法
律
行
為
」
か
に
相
応

し
て
、
「
法
律
的
代
位
（
m
g
Z
N－E
5

宏
司
。
m
s
zロ
）
」
と
、
「
法
律
行
為
的
代
位
（
お
のFZ
m
o
ω
岳
民
己
主

5
E
R
a
g
E
ロ
）
」
に
区

分
さ
れ
る
。

第
三
は
、
代
位
問
題
領
域
で
あ
る
。
物
上
代
位
は
一
般
に
、
「
特
別
財
産
（
ω
。
E
2
4
2
5
k
g）
」
「
集
合
物
（
∞RF
m
o
s
B任命
洋
一

∞ω
の
F
E
Z
m
E民
）
」
「
個
々
の
対
象
（
何
百
N
o
－m
o
m
8
2
8仏
）
」
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
区
分
し
て
考
察
さ
れ
る
。

本
稿
の
文
脈
上
重
要
な
の
は
、
「
特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
」
と
「
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
」
で
あ
る
。

前
者
の
諸
規
定
は
、
通
例
条
項
お
よ
び
資
力
条
項
ま
た
は
関
係
条
項
を
含
み
（
第
一
川ω
同
）
、
法
律
的
代
位
お
よ
び
法
律
行
為
的

い
う
ま
で
も
な
く
特
別
財
産
の
領
域
に
属
す
る
（
第
三
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
諸
規
定
は
、
固
有

代
位
を
把
握
し
（
第
二
）
、

の
定
式
を
も
た
ず
（
第
一
凶
）
、
法
律
行
為
的
代
位
の
み
を
把
握
し
（
第
二
）
、
個
別
執
行
の
局
面
で
あ
る
か
ら
個
々
の
対
象
の
領
域

に
属
す
る
（
第
一
二
）
0



同
性
格

通
説
の
理
解
を
総
合
す
れ
ば
、
物
上
代
位
は
、
典
型
的
に
は
次
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

物
上
代
位
と
は
、
客
体
が
交
替
す
る
場
合
（
代
償
）
に
、
法
律
に
基
づ
き
（
法
律
）
、
当
事
者
の
意
見
を
顧
慮
せ
ず
（
当
然
）
、
か
っ
、

経
由
的
取
得
な
く
し
て
（
直
接
）
、
財
貨
帰
属
を
代
位
物
上
に
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
代
償
」
性
を
起
点
と
し
て
、

「
法
律H
当
然
」
性
と
「
法
律
H

直
接
」
性
を
導
き
出
し
、
こ
う
し
て
財
貨
帰
属
を
担
保
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
意
思
（
当
店
。
）
も
、

形
式
（
E
E
E
S
F
O
B

早
急
一
。
窓
口
E
E

釘
宮
町
）
も
、
い
ず
れ
も
顧
慮
さ
れ
な
い
。
具
体
的
に
は
、
①
当
事
者
意
思
を
無
視
し
、

②
公
示
い
か
ん
を
問
わ
ず
に
帰
属
変
動
を
も
た
ら
し
、
③
顕
名
な
く
し
て
他
人
効
を
生
じ
せ
し
め
る
。

（
日
）

だ
か
ら
、
物
上
代
位
で
は
、
本
質
上
、
私
法
の
一
般
原
理
と
の
矛
盾
衝
突
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法
律
行
為
法
に
お
け
る
私

的
自
治
（
P
Z
巳
2
8
5
E
O

）
、
②
物
権
法
に
お
け
る
公
示
原
則
（
E
E
E
S
Z

司
E
R

－
－
。
民g
E
E

－m
－8
5
胃
E
N
仲
間
｝
）
、
③
代
理

法
に
お
け
る
顕
名
主
義
（
。
窓
口
Z
5
m
g
E
S
件
児
。
窓
口
付g
e
m
s
－
同
省
江
口
N

仲
間
】
）
と
い
っ
た
諸
原
理
を
、
物
上
代
位
は
破
壊
す
る
。

（
ロ
）

し
た
が
っ
て
、
物
上
代
位
は
一
般
原
理
で
は
あ
り
え
な
い
。
あ
く
ま
で
「
例
外
事

5
5
v
s
o
）
」
に
と
ど
ま
る
。
だ
か
ら
、
明

ドイツ倒産法における物上代位

文
な
く
し
て
当
然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
類
推
適
用
の
可
否
を
、

（
臼
）

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
つ
ひ
と
つ
個
別
に
吟
味
し
て

倒
産
法
に
お
け
る
物
上
代
位
の
基
礎

（一）

対
象
の
限
定

「
基
本
状
況
」
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さ
て
、
物
上
代
位
は
倒
産
法
上
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
問
題
と
な
る
の
か
。

い
く
つ
か
の
ケ
l

ス
が
問
題
と
な
る
が
、
重
要
な
も
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(H
) 

の
は
次
の
三
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
倒
産
管
財
人
が
（
取
戻
権
・
別
除
権
に
服
さ
な
い
）
倒
産
財
団
に
属
す
る
も
の
を
処
分
し
た
、
と
い
う
ケ
l

ス
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
代
位
物
帰
属
の
根
拠
と
し
て
物
上
代
位
を
援
用
す
る
こ
と
が
必
要
か
、
代
位
物
帰
属
い
か
ん
に
つ
き
管
財
人
の
態
度
ま

た
は
意
思
は
役
割
を
演
じ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
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二
つ
は
、
倒
産
管
財
人
が
取
戻
権
・
別
除
権
に
服
す
る
も
の
を
処
分
し
た
、
と
い
う
ケ
l

ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
取
戻
権
・
別
除

権
を
侵
害
す
る
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
取
戻
権
・
別
除
権
が
代
位
物
上
に
存
続
す
る
の
か
、
存
続
す
る

と
し
た
ら
そ
の
要
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
題
と
な
る
。

三
つ
は
、
倒
産
手
続
開
始
前
に
債
務
者
が
双
務
契
約
を
締
結
し
、
債
務
者
の
反
対
債
権
に
取
戻
権
・
別
除
権
が
認
め
ら
れ
る
第
三

者
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
倒
産
管
財
人
が
債
務
者
の
債
務
を
履
行
し
た
、
と
い
う
ケ

l

ス
で
あ
る
。
問
題
の
所
在
は
、

債
務
の
履
行
に
財
団
の
積
極
財
産
が
用
い
ら
れ
た
以
上
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
消
滅
に
よ
る
反
対
債
権
の
実
質
的
な
価
値
増
大
は
、

取
戻
権
者
・
別
除
権
者
に
帰
属
す
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
反
対
債
権
は
取
戻
権
・
別
除
権
の
負
担
を
受
け
ず
に
倒
産
財
団

に
帰
属
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
稿
は
最
初
の
ケ
l

ス
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
倒
産
法
に
お
け
る
物
上
代
位
の
基
礎
を
理
解
す
る

に
は
、
こ
の
ケ

l

ス
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
ケ
l

ス
が
倒
産
法
に
お
け
る
物
上
代
位
の
「
基

（
日
）

本
状
況
（
のE
E
w
g
E
o

－
－
巳
宮
口
）
」
で
あ
り
、
他
の
二
ケ

l

ス
は
変
則
的
な
い
し
応
用
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
日
）

当
面
の
ケ
l

ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
管
財
人
の
処
分
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
た

め
に
、
「
法
律
的
代
位
」
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
、
②
「
処
分
（
志
江
口
m
g
m
こ
概
念
に
つ
き
、
「
取
立
て
（
回
ロ
包0
・

（
口
）

F
Cロ
肉
）
」
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
は
争
い
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
立
て
も
含
む
広
義
の
処
分
概
念
を
使
用
し
、
「
譲
渡
お
よ
び

取
立
て
」
と
い
う
典
型
的
な
ケ
l

ス
が
念
頭
に
お
か
れ
る
こ
と
、
③
無
償
処
分
は
代
位
物
の
発
生
を
も
た
ら
さ
な
い
た
め
、
こ
こ
で



の
処
分
は
「
有
償
（
g

高
島
出
島
）
」
処
分
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

処
分
の
有
効
性
の
問
題

2 最
後
に
、
重
要
な
問
題
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
処
分
の
「
有
効
性
（
巧
庄
内
】
片
F
W
S
）
」
と
物
上
代
位
の
関
係

(M
) 

で
あ
る
。

ドイツ倒産法における物上代位

（
日
）

一
般
的
に
い
え
ば
、
無
効
処
分
の
場
合
に
は
代
位
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
処
分
が
無
効
で
あ
る
以
上
、
処
分
さ
れ

た
も
の
は
な
お
特
別
財
産
に
帰
属
し
て
い
る
た
め
、
代
位
を
認
め
る
必
要
が
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
効
処
分
の

場
合
に
は
、
権
利
者
が
追
認
し
た
場
合
あ
る
い
は
善
意
取
得
が
成
立
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
代
位
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

有
効
処
分
の
場
合
に
は
、
処
分
は
有
効
で
あ
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
限
定
は
問
題
と
な
ら
ず
、
つ
ね
に
代
位
が
問
題
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
は
い
か
な
る
場
合
に
有
効
な
の
か
を
ま
ず
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
却
）

こ
の
間
い
に
つ
き
、
支
配
的
見
解
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
倒
産
管
財
人
は
包
括
的
な
管
理
処
分
権
を
有
す
る
か
ら

（
阿50
八
O
条
一
項
）
、
管
財
人
の
処
分
は
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
管
財
人
が
そ
の
義
務
に
違
反
し
処
分
し
た
場
合
で
す
ら
そ
う

で
あ
り

2
5
0
一
六
四
条
）
、
た
だ
そ
の
手
続
目
的
に
明
白
に
反
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
無
効
に
な
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
に

「
明
白
な
手
続
目
的
違
反
（
。
民g
g

同
志
止
各
店
ロ
向
調
2

－g
E
E
畑
町
）
」
を
基
準
と
す
る
こ
と
で
、
手
続
関
与
者
の
利
益
と
法
的
取
引

の
保
護
が
双
方
適
切
に
顧
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
倒
産
管
財
人
が
、
（
複
数
の
倒
産
手
続
を
手
掛
け
て
い
る
際
に
は
適
切
な
）
倒
産
財
団
の
管
財
人
と
し
て
、
そ
う
し
た

倒
産
財
団
の
た
め
に
す
る
意
思
で
処
分
す
る
ケ
l

ス
（
以
下
「
正
当
」
ケ
l

ス
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）
の
み
な
ら
ず
、
管
財
人
の
態
度

ま
た
は
意
思
が
適
切
で
な
く
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
不
当
に
処
分
し
た
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
ケ
l

ス
（
同
様
に
「
不
当
」
ケ
l

ス
）

で
あ
っ
て
も
、
処
分
は
有
効
と
な
り
う
る
。

（
幻
）

た
と
え
ば
、
次
の
事
例
を
想
定
さ
れ
た
い
。
ω
複
数
の
倒
産
手
続
を
手
掛
け
て
い
る
管
財
人
が
過
失
に
よ
り
他
の
倒
産
財
団
に
属
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す
る
も
の
を
処
分
し
た
場
合
、
間
倒
産
管
財
人
が
意
図
せ
ず
し
て
自
己
の
弁
護
士
と
し
て
の
職
務
の
一
環
と
し
て
処
分
し
た
場
合
、

ω
倒
産
管
財
人
が
管
財
人
資
格
の
開
示
に
よ
り
足
元
を
み
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
あ
え
て
開
示
を
控
え
て
処
分
し
た
場
合
。ω
ω

で
は
倒
産
管
財
人
の
ほ
か
、
事
務
員
の
過
誤
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
各
々
の
資
格
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
便
筆
を
取
り
違
え
て
使
用
し
て

し
ま
う
の
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

ω
の
際
に
は
管
財
人
自
身
が
意
識
的
に
管
財
人
資
格
を
秘
匿
し
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
は
あ

く
ま
で
よ
り
高
額
な
代
金
を
手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
処
分
は
た
し
か
に
不
当
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
手
続
目
的

に
明
白
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
い
き
れ
な
い
。
処
分
は
有
効
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
事
例
で
は
事
情
は
異
な
る
。ω
倒
産

管
財
人
が
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
反
対
給
付
を
取
得
す
る
旨
を
相
手
方
に
示
し
て
処
分
し
た
場
合
。
明
白
な
手
続
目
的
違
反
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で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
処
分
は
無
効
と
な
る
。

要
す
る
に
、
正
当
ケ
l

ス
の
み
な
ら
ず
不
当
ケ
l

ス
で
も
、

ω
ω
ω
の
よ
う
に
処
分
が
有
効
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
不

当
ケ
l

ス
に
お
い
て
も
代
位
が
問
題
と
な
り
う
る
。
で
は
、

ω
の
よ
う
に
や
は
り
処
分
が
無
効
と
な
る
場
合
は
ど
う
か
。
追
認
は
観

念
で
き
ず
｜
｜
倒
産
管
財
人
が
追
認
し
た
と
し
て
も
無
効
｜
｜
、
ま
た
、
手
続
目
的
違
反
の
明
白
が
前
提
と
な
る
か
ら
善
意
取
得
の

成
立
も
想
定
し
に
く
い
。
も
っ
と
も
、
例
外
的
に
善
意
取
得
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
代
位
が
問
題
と
な
ろ
う
。

次
の
点
を
補
足
し
て
お
く
。
印ω
ω
に
お
け
る
処
分
の
有
効
性
が
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
は
本
稿

は
関
心
を
有
さ
な
い
。
こ
れ
は
、
管
財
人
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
応
答
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

ω

ω
ω
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
き
処
分
は
や
は
り
無
効
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
善
意
取

得
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
代
位
が
問
題
と
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
立
場
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
本
稿
の
考
察

(m
) 

に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。

（司

解
釈
と
立
法
の
経
緯
の
概
観



旧
破
産
法
お
よ
び
旧
包
括
執
行
法
に
お
け
る
議
論
状
況

（
お
）

こ
こ
で
、
従
来
の
議
論
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
旧
破
産
法
（
K
O
）
時
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。

旧
破
産
法
で
は
、
破
産
手
続
開
始
時
に
債
務
者
が
有
す
る
財
産
が
原
則
と
し
て
破
産
財
団
と
な
っ
た
（
K
O
一
条
）
。
こ
れ
に
対

し
て
、
手
続
開
始
後
に
取
得
さ
れ
た
新
得
財
産
は
、
破
産
者
の
自
由
財
産
と
な
っ
た
。

ドイツ倒産法における物上代位

そ
う
す
る
と
、
破
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
は
、
管
財
人
の
固
有
財
産
に
帰
属
す
る
の
か
、
破
産
財
団
に
帰
属

す
る
の
か
、
あ
る
い
は
債
務
者
の
自
由
財
産
に
帰
属
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

破
産
管
財
人
が
正
当
に
処
分
し
た
場
合
に
は
、
代
位
物
は
破
産
財
団
に
帰
属
す
る
。
こ
の
結
論
に
は
も
と
よ
り
意
見
の
一
致
が
み

ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
産
管
財
人
が
不
当
に
処
分
し
た
場

合
に
代
位
物
が
破
産
財
団
に
帰
属
す
る
か
ど
う
か
は
、
あ
ま
り
意
識
的
に
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。

(M
) 

こ
う
し
た
状
況
は
、
旧
包
括
執
行
法
（
の
2
0
）
下
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

聞
い
の
捉
え
方
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
議
論
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
倒
産
法
学
の
側
で
は
、
こ
の
問
題
を
管
財
人
の
法
的

（
お
）

地
位
の
枠
内
で
解
決
す
る
あ
る
い
は
解
決
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
見
方
に
し
た
が
え
ば
、
そ
こ
で
の
学
説
の
争
い

が
こ
こ
で
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
倒
産
法
学
に
お
い
て
も
、
｜
｜
適
用
範
囲
は
と
も
か
く
｜
｜
物
上
代
位
を

（
部
）

援
用
す
る
有
力
な
論
者
が
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
上
代
位
論
の
側
で
は
、
代
位
物
を
め
ぐ
る
議
論
は
管
財
人
の
法
的
地
位
論
と

（
幻
）

は
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
に
は
一
般
に
、
財
団
の
代
位
物
は
お
よ
そ
財
団
に
帰
属
す
る
、
と
説
か
れ
た
。
類
推
適
用
の
根
拠

と
し
て
は
、
特
別
財
産
あ
る
い
は
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
の
規
定
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
。

2

新
倒
産
法
の
立
法
過
程

で
は
、
新
倒
産
法
（
H
5
0
）
の
立
法
者
は
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
規
律
を
企
図

（
鎚
）

し
て
い
た
の
か
。
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12) 

新
倒
産
法
は
、
倒
産
財
団
の
範
囲
に
つ
き
大
き
な
変
更
を
も
た
ら
し
た
。
倒
産
法
委
員
会
第
一
報
告
書
（
E
B

）
（
一
九
八
五
年
）

（
却
）

は
、
倒
産
財
団
は
手
続
開
始
時
の
債
務
者
財
産
の
み
を
把
握
す
る
と
し
た
が
、
事
後
に
提
出
さ
れ
た
、
討
議
草
案
（
D
E
）
（
一
九
八240 
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八
年
）
、
参
事
官
草
案
（
同
広
明
）
（
一
九
八
九
年
）
、
政
府
草
案
（
岡
高
明
）
（
一
九
九
一
年
）
は
い
ず
れ
も
、
倒
産
財
団
は
そ
の
範
囲
を

（
初
）

超
え
て
、
手
続
開
始
後
に
取
得
さ
れ
た
新
得
財
産
も
把
握
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
新
倒
産
法
で
は
、
「
倒
産
手

続
は
、
手
続
開
始
時
に
債
務
者
に
帰
属
し
、
か
つ
、
債
務
者
が
こ
の
手
続
中
に
取
得
す
る
全
財
産
を
対
象
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
（
同
5
0

一
二
五
条
）
。
こ
の
よ
う
に
膨
張
主
義
を
採
用
し
た
理
由
は
、
固
定
主
義
は
比
較
法
的
に
特
殊
な
地
位
を
占
め

（
幻
）

て
お
り
、
旧
破
産
法
が
用
い
た
債
務
者
お
よ
び
新
債
権
者
保
護
と
い
う
論
証
は
説
得
的
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
理
由
は
、
「
現
行
破
産
法
と
は
反
対
に
手
続
中
の
債
務
者
の
も
財
団
に
算
入
さ
れ
る
。
：
：
：
こ
れ
に
対
し

、
（
担
）

て
、
倒
産
管
理
人
が
財
団
の
資
力
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
新
得
財
産
で
は
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
は
、
旧
破
産
法
と
同
じ
く
、
本
来
で
あ
れ
ば
倒
産
財
団
に
帰
属
し
な
い
こ
と
に

（
犯
）

な
る
。け

れ
ど
も
、
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
も
の
も
ま
た
｜
｜
代
位
（
∞
ロ
円8
m
m
t。
ロ
）
に
よ
り
｜
｜

（
制
）

財
団
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
す
で
に
破
産
財
団
の
限
界
づ
け
に
つ
き
承
認
さ
れ
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
と
く
に

代
位
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
部
）

立
法
者
に
よ
る
旧
法
下
の
議
論
状
況
の
認
識
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
法
者
が
当
面
の
問

題
に
つ
き
、
次
の
解
決
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た

代
位
物
は
本
来
的
に
は
倒
産
財
団
に
帰
属
し
な
い
け
れ
ど
も
、
代
位
に
基
づ
き
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
解
決
で
あ
る
。

3 

新
倒
産
法
に
お
け
る
議
論
状
況

（
部
）

新
倒
産
法
で
も
、
旧
破
産
法
お
よ
び
旧
包
括
執
行
法
と
同
様
の
状
況
が
継
続
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
倒
産
法
学
の
側
で
は
、
管



（
訂
）
（
羽
）

財
人
の
法
的
地
位
論
に
還
元
す
る
も
の
、
物
上
代
位
を
援
用
す
る
も
の
が
み
ら
れ
、
物
上
代
位
論
に
お
い
て
は
、
管
財
人
の
法
的
地

（
却
）

位
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
物
上
代
位
の
類
推
適
用
が
主
張
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
倒
産
法
学
の
う
ち
、
物
上
代
位
を
援
用
す
る
も

（
却
）

の
が
旧
法
に
比
し
て
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
が
生
じ
た
の
は
、
さ
き
の
立
法
資
料
の
影
響
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（司

管
財
人
の
法
的
地
位
論
と
の
関
係

こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
を
み
る
と
、
物
上
代
位
と
管
財
人
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
の
関
係
を
、
あ
ら
か
じ
め
分
析
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間
い
へ
の
一
般
的
な
応
答
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
物
上
代
位
は
あ
く
ま
で
例
外

的
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
管
財
人
の
法
的
地
位
論
で
対
処
で
き
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
あ

た
か
も
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
問
題
は
、
次
の
点
に
集
約
さ
れ
る
。
管
財
人
の
法
的
地
位
論
は
、
代
位
物
の
倒
産
財
団
へ
の
帰
属
を
め
ぐ
る
す
べ

て
の
問
題
を
適
切
に
解
決
し
う
る
の
か
。
も
し
も
こ
の
間
い
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
、
物
上
代
位
の
出
る
幕
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば

(
MU

) 

な
ら
な
い
。

ドイツ倒産法における物上代位

（
必
）

だ
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
倒
産
管
財
人
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
争
い
は
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
は
役
割
を
演
じ
な
い
」
。

（
却
）

と
い
う
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

第
一
に
、
正
当
ケ
l

ス
に
つ
い
て
。
倒
産
管
財
人
が
正
当
に
処
分
し
た
場
合
に
代
位
物
が
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
と
い
う
結
論
に

は
争
い
が
な
い
。
で
は
、
管
財
人
の
法
的
地
位
論
は
こ
の
結
論
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
代
表
的
・
典
型
的
な
三
つ
の

（
叫
）
（
必
）

見
解
に
つ
き
考
察
す
る
。
以
下
の
論
旨
を
み
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

機
関
説
は
、
倒
産
財
団
を
独
立
の
法
主
体
、
倒
産
管
財
人
を
そ
の
機
関
と
規
定
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
正
当
ケ

l

ス
で
は

代
位
を
援
用
す
る
必
要
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
倒
産
管
財
人
の
正
当
な
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
の
倒
産
財
団
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12) 

へ
の
帰
属
は
、
管
財
人
が
権
利
能
力
あ
る
倒
産
財
団
の
機
関
と
し
て
処
分
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

（
必
）

か
し
、
問
題
は
ま
さ
に
倒
産
財
団
の
法
主
体
性
を
受
け
容
れ
る
点
に
あ
る
。
倒
産
財
団
の
法
主
体
性
を
根
拠
づ
け
る
明
文
は
な
い
。

裏
側
か
ら
い
え
ば
、
債
務
者
は
財
産
の
担
い
手
た
る
地
位
を
失
わ
ず
（
登
記
簿
参
照
）
、
た
ん
に
管
理
処
分
権
を
制
限
さ
れ
る
に
す
ぎ 242 
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な
い
（
H
5
0
八
O
条
）
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
職
務
説
（
判
例
・
通
説
）
、
債
務
者
代
理
説
は
、
倒
産
財
団
の
法
主
体
性
の
否
定
を
前
提
と
す
る
。
職
務
説
に
よ

れ
ば
、
倒
産
管
財
人
は
自
己
の
（
私
的
）
職
務
に
基
づ
き
、
自
己
の
名
に
お
い
て
債
務
者
の
有
利
に
も
不
利
に
も
行
為
で
き
る
。
債

務
者
代
理
説
は
、
倒
産
管
財
人
は
債
務
者
の
（
法
定
）
代
理
人
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
両
見
解
と
も
に
さ
き
の
結
論
を
基
礎
づ

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
倒
産
財
団
の
法
主
体
性
の
否
定
を
前
提
と
す
る
以
上
、
代
位
物
が
非
主
体
的
な
倒
産
財
団
の

い
ず
れ
に
帰
属
す
る
の
か
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
両
見
解
に
は
こ
れ
を
確
定
す
る
論
理
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
両
見
解
は
、
倒
産
管
財
人
の
正
当
な
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
が
債
務
者
に
帰
属
す
る
点
を
正
当
化
で
き
る

（
訂
）

だ
け
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
自
由
財
産
で
は
な
く
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
点
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
不
当
ケ
l

ス
に
つ
い
て
。
倒
産
管
財
人
が
不
当
に
処
分
し
た
場
合
に
代
位
物
は
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
の
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
意
識
的
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

管
財
人
の
処
分
が
不
当
で
は
あ
る
が
有
効
な
場
合
、
代
位
物
は
処
分
対
象
が
属
し
て
い
た
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
と
み
る
の
が
相

当
で
あ
る
。
管
財
人
の
固
有
財
産
に
も
、
（
複
数
の
倒
産
手
続
を
手
掛
け
て
い
る
際
に
は
）
他
の
倒
産
財
団
に
も
帰
属
す
べ
き
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
正
当
ケ
l

ス
で
す
ら
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
い
わ
ん
や
不
当
ケ

l

ス
に
お
い
て
異
な
る
結
論
を
受
け
容
れ
る
理
由
は

（
姐
）

ど
こ
に
も
み
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
管
財
人
の
処
分
が
明
白
な
手
続
目
的
違
反
に
当
た
る
た
め
に
無
効
で
あ
る

が
、
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
善
意
取
得
に
よ
り
処
分
が
有
効
に
な
る
場
合
に
は
よ
り
一
層
妥
当
す
る
。
代
位
物
は
同
じ
く
処
分
対
象
が

属
し
て
い
た
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
対
し
て
、
不
当
ケ

l

ス
の
際
に
は
、
倒
産
管
財
人
に
対
し
て



（
川
崎
）

義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
う
る
2
5
0
六
O
条
）
の
だ
か
ら
そ
れ
で
対
処
す
れ
ば
よ
い
、
と
応
じ
る
こ
と
は
で

’
（
印
）

き
な
い
。
倒
産
管
財
人
の
固
有
債
権
者
と
の
競
合
を
考
え
れ
ば
こ
う
し
た
債
権
的
救
済
で
は
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
結
論
を
管
財
人
の
法
的
地
位
論
に
よ
り
基
礎
づ
け
る
の
は
、
正
当
ケ

l

ス
に
も
ま
し
て
困
難
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
機
関
説
・
職
務
説
・
債
務
者
代
理
説
の
い
ず
れ
も
、
代
位
物
の
帰
属
先
に
つ
き
倒
産
管
財
人
の
態
度
ま
た
は
意
思
を
基
準

と
す
る
ほ
か
な
い
（
代
表
行
為
・
職
務
行
為
・
代
理
行
為
の
一
般
理
論
）
た
め
に
、
不
当
処
分
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
代
位
物
は
管
財

（
日
）

人
の
固
有
財
産
あ
る
い
は
誤
っ
た
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
と
み
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
一
・
第
二
と
も
に
、
上
記
分
析
に
異
を
差
し
挟
み
、
一
般
理
論
の
ほ
う
を
修
正
・
査
曲
し
、
あ
る
い
は
あ
ら
た
な
ド
グ
マ
を
た

て
、
な
ん
と
か
管
財
人
の
法
的
地
位
の
枠
内
で
す
べ
て
の
結
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う

、
自
立

し
た
試
み
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
物
上
代
位
に
よ
る
基
礎
づ
け
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、
少
し
で
も
説
明
困
難
な
部
分
が
残
る
限
り
、
物
上
代
位
の
出
番
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
、
第
一
の
み
は
管
財

人
の
法
的
地
位
に
よ
り
対
処
す
る
、
と
い
う
立
場
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
以
上
の
論
旨
に
対
す
る
本
質
的
な
懐
疑
と
は
な
り
え
な
い
。

ドイツ倒産法における物上代位

四

倒
産
管
財
人
の
処
分
に
対
す
る
物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用

（一）

二
つ
の
方
法

倒
産
法
の
立
法
者
は
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
は
代
位
に
よ
っ
て
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
と
し
た
。
し
か

（
臼
）

し
、
「
立
法
者
は
代
位
が
ど
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
示
さ
な
か
っ
た
」
。
他
方
、
学
説
上
は
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が

提
唱
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
、
第
二
に
、
強
制
執
行
に
お
け
る
物
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上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
で
あ
る
。



そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
両
者
に
つ
き
立
ち
入
っ
た
考
察
を
く
わ
え
る
。
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特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用

（
日
）

特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定

川
特
別
財
産
の
維
持

特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
は
、
次
の
も
の
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
川
表
見
相
続
人
の
有
す
る
相
続
財
産
（
B
G
B
二O
一
九

条
）
、
ω
共
同
相
続
財
産
（
B
G
B
二
O

四
一
条
）
、
川
先
位
相
続
財
産
（
B
G
B
一
一
一
一
一
条
一
項
）
、
凶
財
産
共
同
制
に
お
け
る
留
保

財
産
（
B
G
B
一
四
一
八
条
二
項
一
二
号
）
、
同
財
産
共
同
制
終
了
後
に
お
け
る
合
有
財
産
（
B
G
B
一
四
七
三
条
）
、
川
両
親
の
管
理
の

（
日
）

及
ば
な
い
子
の
自
由
財
産
（
B
G
B
一
六
三
八
条
二
項
）
、
例
組
合
財
産
（
B
G
B
七
一
八
条
）
。

特
別
財
産
上
の
物
上
代
位
の
意
義
は
、
一
般
に
、
特
別
財
産
に
属
す
る
も
の
の
代
位
物
を
、
特
別
財
産
を
所
持
・
管
理
す
る
者
の

一
般
財
産
で
は
な
く
、
当
該
特
別
財
産
に
直
接
的
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
特
別
財
産
の
維
持
（
開
岳
巳
Z

ロ
何
色g
ω
8
・

（
印
）

含
2
2
E
C
m
o
g）
」
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
以
下
、
具
体
的
な
規
律
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

ω

代
位
条
項

同
全
体
像
通
例
条
項
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
ほ
ぼ
す
べ
て
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
川
の
み
例
外
で
あ
る
が
、
通
説
は
類
推

適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。
他
方
、
資
力
条
項
は
川
刷
、
関
係
条
項
は
凶
凶
間
同
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
条
項
の
関
係
を
整
理
す
る

と
、
通
例
条
項
は
他
の
条
項
と
並
存
的
に
規
定
さ
れ
う
る
が
、
資
力
条
項
と
関
係
条
項
は
選
択
的
に
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が

に）
で
き
る
。

両
規
律
の
関
係
は
こ
う
説
明
さ
れ
る
。
通
例
条
項
は
主
と
し
て
「
法
律
的
代
位
」
を
規
定
す
る
の
に
対
し
て
、
資
力
条
項
と
関
係

条
項
は
「
法
律
行
為
的
代
位
」
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。



川
通
例
条
項
は
、
「
権
利
取
得
条
項
」
と
「
代
償
条
項
」
を
合
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

ば
、
権
利
取
得
条
項
は
、
①
債
権
取
立
て
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
②
付
合
・
混
和
・
加
工
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
、

③
取
得
時
効
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
、
④
物
の
産
出
物
、
⑤
埋
蔵
物
発
見
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
な
ど
を
把
握
す
る
。
他
方
、

代
償
条
項
は
、
⑥
損
害
賠
償
請
求
権
、
⑦
保
険
金
請
求
権
、
⑧
補
償
金
請
求
権
、
⑨
費
用
償
還
請
求
権
、
⑩
不
当
利
得
返
還
請
求
権

通
例
条
項

一
般
的
な
理
解
に
よ
れ

な
ど
を
把
握
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
例
条
項
は
、
お
お
む
ね
法
律
に
よ
り
生
ず
る
代
位
物
を
把
握
す
る
。
例
外
は
、
「
取
立
て
（
開
吉
区o
v
g
m）
」

（
町
）

（
①
）
で
あ
る
。
取
立
て
は
、
弁
済
の
法
的
性
質
論
に
も
よ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
法
律
行
為
的
に
取
得
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
取
立
て
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
が
権
利
取
得
条
項
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
の
か
、
反
対
か
ら
い
え
ば
、
ど
う
し

（
団
）

て
資
力
条
項
ま
た
は
関
係
条
項
に
よ
り
把
握
さ
れ
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
間
い
に
は
、
一
般
に
、
次
の
よ
う
に
応
答
さ
れ
て
い
る
。
取
立
て
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
は
、
「
権
利
規
定
内
容
に
相
応

（
印
）
（

ω
）

す
る
」
、
簡
単
に
い
え
ば
、
「
権
利
内
容
を
実
現
す
る
」
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
法
律
行
為
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
も
の
一
般
、
「
譲
渡

ドイツ倒産法における物上代位

（
〈2
E

回
2
5
m

）
」
を
原
因
と
し
て
取
得
さ
れ
る
も
の
と
は
性
格
が
異
な
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
フ
は
、
前
者
を
「
実
現
処
分
（
〈
色
町
ロ
宮
E

（
臼
）

認
可
昆
包
括
）
」
、
後
者
を
「
組
替
処
分
（d
s
g
R
S

止
S
g
m
）
」
と
い
い
、
両
者
の
区
別
を
定
式
化
し
て
い
る
。

本
稿
と
の
関
係
で
は
、
取
立
て
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
の
特
別
財
産
へ
の
帰
属
の
際
に
、
取
立
行
為
者
の
態
度
お
よ
び
意
思
は

役
割
を
演
ず
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
述
べ
た
物
上
代
位
の
性
格
規
定
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。

（
位
）

す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
態
度
お
よ
び
意
思
と
い
っ
た
主
観
的
側
面
は
顧
慮
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
み
ら
れ
な
い
。

判
資
力
条
項
と
関
係
条
項
そ
う
す
る
と
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
資
力
条
項
と
関
係
条
項
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
は
同

じ
く
、
典
型
的
に
は
、
譲
渡
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
も
の
を
把
握
す
る
。
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
異
な
る
定
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
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こ
の
問
題
は
、
物
上
代
位
論
の
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
は
げ
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
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稿
の
文
脈
で
は
次
の
点
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
。

資
力
条
項
の
際
に
は
、
条
文
上
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
譲
渡
の
た
め
に
資
力
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
み
が
基
準

（
臼
）

と
な
る
。
譲
渡
行
為
者
の
主
観
的
側
面
い
か
ん
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

法学研究 81 巻 12 号（2008

で
は
、
関
係
条
項
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
異
な
る
定
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
以
上
、
異
な
る
規
律
が
と
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
し

か
し
、
当
面
の
ケ
l

ス
と
の
関
係
で
は
そ
の
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

関
係
条
項
の
解
釈
に
つ
き
、
資
力
が
用
い
ら
れ
る
場
合
を
念
頭
に
お
く
と
、
譲
渡
行
為
者
の
主
観
的
側
面
の
顧
慮
を
め
ぐ
り
、
次

（
臼
）
（
臼
）
（
侃
）
（
前
）

の
三
つ
の
学
説
が
存
す
る
。
①
肯
定
説
、
②
否
定
説
、
③
折
衷
説
。
①
が
伝
統
的
通
説
、
現
在
で
は
通
説
は
②
、
③
は
有
力
説
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
に
よ
れ
ば
、
関
係
条
項
は
こ
の
限
り
で
少
な
く
と
も
典
型
的
な
物
上
代
位
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
見
解
は
、
両
定
式
の
相
違
を

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
特
別
財
産
は
「
他
人
の
特
別
財
産
」
と
「
自
己
の
特
別
財
産
」
に
類
型
化
さ
れ
る
。
前
者
で
は
第
三
者

H

譲
渡
行
為
者
の
主
観
的
側
面
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
が
、
後
者
で
は
所
有
者

H

譲
渡
行
為
者
の
主
観
的
側
面
を
無
視
す
る

こ
と
は
相
当
で
な
い
。
だ
か
ら
、
法
律
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
資
力
条
項
、
後
者
に
つ
い
て
は
関
係
条
項
と
い
う
異
な
る
定
式
を
設

？
た
。し

か
し
な
が
ら
、
倒
産
管
財
人
が
債
務
者
の
財
産
を
管
理
す
る
場
合
は
、
「
他
人
の
特
別
財
産
」
の
類
型
に
属
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
自
己
の
特
別
財
産
」
の
際
の
主
観
的
側
面
の
顧
慮
に
関
す
る
上
記
言
説
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

②
は
、
関
係
条
項
と
資
力
条
項
の
定
式
の
相
違
を
解
釈
論
上
解
消
し
よ
う
と
志
向
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
行
為
者
の
主
観

的
側
面
が
顧
慮
さ
れ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

③
に
与
す
る
も
の
は
お
お
む
ね
こ
う
考
え
て
い
る
。
所
有
者
H

譲
渡
行
為
者
の
み
の
利
益
が
顧
慮
さ
れ
る
と
き
に
は
主
観
的
側
面



が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
合
有
財
産
に
お
け
る
債
権
者
の
よ
う
に
、
第
三
者
の
利
益
も
顧
慮
さ
れ
る
と
き
に
は
、
資

力
条
項
と
同
じ
く
、
行
為
者
の
主
観
的
側
面
は
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

倒
産
財
団
の
管
理
は
倒
産
管
財
人
個
人
の
た
め
で
は
な
く
、
主
と
し
て
倒
産
債
権
者
の
た
め
に
行
わ
れ
る
（
同

5
0

三
八
条
）
。
だ

か
ら
、
こ
の
見
解
に
従
っ
て
も
、
管
財
人
の
主
観
的
側
面
は
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
当
面
の
ケ
l

ス
と
の
関
係
で
は
、
譲
渡
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の

（
槌
）

の
特
別
財
産
へ
の
帰
属
に
つ
き
譲
渡
行
為
者
の
態
度
お
よ
び
意
思
を
顧
慮
す
べ
き
と
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。

ω

小
括

特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
に
よ
れ
ば
、
取
立
て
・
譲
渡
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
は
特
別
財
産
に
帰
属
す
る
。
そ
の
際

に
は
、
少
な
く
と
も
当
面
の
ケ
l

ス
と
の
関
係
で
は
、
行
為
者
の
態
度
お
よ
び
意
思
い
か
ん
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。

2 

倒
産
管
財
人
の
処
分
に
対
す
る
類
推
適
用

特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
は
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
類
推
適
用
さ
れ
う
る
か
。
両
者
の
利
益
状
況
の
類
似
性
が
肯
定

さ
れ
れ
ば
、
所
問
も
ま
た
肯
定
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
類
似
性
の
存
否
は
、
理
論
的
に
は
、
倒
産
財
団
は
「
特
別
財
産
（

ω
。
昆
2
・

ドイツ倒産法における物上代位

4
0
円
g
c
m
g）
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
昇
華
さ
れ
る
。

（ω
）
 

特
別
財
産
は
、
あ
る
人
の
特
定
の
財
産
が
他
の
一
般
財
産
か
ら
区
別
さ
れ
、
法
上
特
別
の
ル

l

ル
に
服
す
る
場
合
に
存
す
る
。
こ

の
特
別
取
扱
い
の
根
拠
は
、
責
任
（
志
向
同g
m

）
、
管
理
（
5
2
m
p
g
m）
の
範
囲
を
規
定
す
る
と
い
っ
た
「
目
的
拘
束
（
N
4
2島
・

σ
宮
島
g
m

）
」
に
あ
る
。
相
続
財
産
・
留
保
財
産
・
自
由
財
産
・
合
有
財
産
が
特
別
財
産
と
い
わ
れ
る
の
は
、
以
上
の
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。

（
河
）

で
は
、
倒
産
財
団
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
倒
産
財
団
も
ま
た
特
別
財
産
と
み
な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
倒
産
財
団
は
、
倒
産
債
権
者

の
引
当
て
（
H
5
0
三
八
条
）
、
倒
産
管
財
人
の
管
理
（
H
5
0
八
O
条
一
項
）
の
た
め
に
、
他
の
一
般
財
産
か
ら
法
上
区
別
し
た
取
扱
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い
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
財
産
と
し
て
の
倒
産
財
団
を
維
持
す
る
べ
く
、
特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規

(n
) 

定
が
類
推
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用

強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定

川
執
行
客
体
上
の
帰
属
関
係
の
維
持

強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
で
は
、
①
金
銭
執
行
に
お
け
る
換
価
方
法
と
し
て
な
さ
れ
る
、
②
差
押
目
的
物
の
譲
渡
と
差

押
目
的
請
求
権
の
取
立
て
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
③
執
行
客
体
に
お
け
る
執
行
債
権
者
・
債
務
者
以
外
の
者
の
物
権
の
取

扱
い
は
顧
慮
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
倒
産
債
権
者
は
つ
ね
に
金
銭
に
よ
り
満
足
を
え
る
（H
5
0
四
五
条
）
（
①
）
。
そ
し
て
、
本

稿
で
は
、
倒
産
管
財
人
が
取
戻
権
・
別
除
権
に
服
さ
な
い
も
の
を
（
③
）
、
譲
渡
・
取
立
て
し
た
（
②
）
ケ
l

ス
が
問
題
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
以
下
、
「
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
」
と
い
う
際
に
は
、
こ
う
し
た
ケ
l

ス
が
念
頭
に
お
か
れ
る
。

（三）で
は
、
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
。
総
じ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

執
行
客
体
上
の
帰
属
関
係
、
す
な
わ
ち
、
同
執
行
債
権
者
の
差
押
質
権
（
司
窓
口
弘
S

想
文
言
骨
ゅ
の
宮
）
（
動
産
・
債
権
執
行
）
、
（
物
権
に

準
ず
る
も
の
と
規
定
さ
れ
う
る
）
満
足
権
（
回
えE
g
釘
g

怒
号
各
件
）
（
不
動
産
執
行
）
、
川
執
行
債
務
者
の
財
産
の
担
い
手
た
る
地
位

（
同R
F
Z
E
g
g
a

岳
民
件
）
、
川
執
行
機
関
の
処
分
権
（
〈
2
2
m
g
m
ω
B
R
Z）
（
お
よ
び
こ
れ
に
対
応
す
る
債
務
者
の
処
分
権
制
限
）
を
、

（
花
）

法
上
当
然
に
、
代
位
物
上
に
直
接
存
続
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
o

q
L
 

a
 
代
位
条
項

全
体
像

強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
に
は
、
特
別
財
産
に
お
け
る
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
定
式
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
よ
り
、
明
文
上
代
位
の
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
の
ほ
う
が
む
し
ろ
多
い
。
以
下
、
差
押
目
的
物
の
譲
渡
、
差
押



（η
）
 

目
的
請
求
権
の
取
立
て
の
順
に
考
察
し
て
い
く
。

（
九
）

差
押
目
的
物
の
譲
渡

区
別（b)
し
て

る

差
押
目
的
物
の
譲
渡
に
よ
る
換
価
に
つ
き
、
強
制
執
行
法
は
、
川
動
産
、
凶
権
利
、
同
不
動
産
を

ま
ず
、
川
に
つ
い
て
。
動
産
の
換
価
は
、
原
則
と
し
て
執
行
官
に
よ
り
公
の
競
売
を
と
お
し
て
行
わ
れ
る
（
Z
P
O
八
一
四
条
）
。

執
行
官
は
最
高
価
競
買
人
に
競
落
す
る
（
Z
P
O
八
一
七
条
一
項
）
。
そ
の
際
、
明
文
の
規
定
は
な
く
、
根
拠
に
は
若
干
争
い
が
あ
る

（
河
）

け
れ
ど
も
、
一
般
に
、
「
売
得
金
代
位
（
開
己
宏g
R
a

巳
芯
ロ
）
」
が
生
ず
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
動
産
上
の
帰
属
関
係
、

す
な
わ
ち
債
権
者
の
差
押
質
権
、
債
務
者
の
所
有
権
、
執
行
官
の
処
分
権
は
、
法
上
当
然
に
、
売
得
金
上
に
直
接
継
続
す
る
。

次
に
、
ω
に
つ
い
て
。
権
利
の
換
価
は
、
原
則
と
し
て
債
権
者
へ
の
移
付
に
よ
り
行
わ
れ
る
（
Z
P
O
八
三
五
条
、
八
三
七
条
）
が
、

当
該
権
利
が
譲
渡
可
能
で
あ
る
限
り
、
譲
渡
と
い
う
手
段
も
と
ら
れ
う
る
（
Z
P
O
八
四
四
条
、
八
四
六
条
、
八
五
七
条
五
項
）
。
こ
の

場
合
に
、
権
利
上
の
帰
属
関
係
が
法
上
当
然
に
売
得
金
上
に
直
接
継
続
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
明
文
は
な
く
、
具
体
的
な
議

（
河
）

論
も
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
権
利
の
譲
渡
に
よ
る
換
価
の
際
に
は
動
産
の
そ
れ
に
関
す
る
規
定
を
特
則
な
き
限
り
参
照
す
べ
き

（
円
）

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
動
産
の
換
価
の
場
合
と
同
様
に
、
所
問
は
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
売
得
金

ドイツ倒産法における物上代位

代
位
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
聞
に
つ
い
て
。
不
動
産
の
換
価
は
、
強
制
競
売
に
よ
り
行
わ
れ
る
（
Z
P
O
八
六
六
条
一
項
）
。
執
行
裁
判
所
は
最
高
価

競
買
人
に
競
落
す
る
（
Z
V
G
八
一
条
一
項
）
。
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
直
接
の
明
文
は
な
い
け
れ
ど
も
（
な
お
、
Z
V
G
三
七
条
五

号
、
九
二
条
一
項
参
照
）
、
動
産
競
売
の
場
合
と
同
様
に
代
位
が
生
じ
、
不
動
産
上
の
帰
属
関
係
、
す
な
わ
ち
債
権
者
の
満
足
権
、
債

（
苅
）

務
者
の
所
有
権
、
執
行
裁
判
所
の
処
分
権
は
、
原
則
と
し
て
法
上
当
然
に
、
競
落
金
上
に
継
続
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
差
押
目
的
物
の
譲
渡
で
は
、
目
的
物
上
の
差
押
質
権
・
満
足
権
、
担
い
手
た
る
地
位
、
処
分
権
関
係
は
、
代

位
に
よ
り
法
上
当
然
に
、
売
得
金
上
に
直
接
継
続
す
る
。
譲
渡
行
為
者
が
各
々
執
行
債
権
者
、
執
行
債
務
者
、
執
行
機
関
の
た
め
に
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す
る
態
度
を
示
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

（
叩
）

例
差
押
目
的
請
求
権
の
取
立
て
差
押
目
的
請
求
権
の
取
立
て
に
は
、
一
般
に
、
次
の
二
ケ

i

ス
が
存
す
る
。

三
債
務
者
が
執
行
債
権
者
に
対
し
て
直
接
給
付
し
、
執
行
債
権
者
が
満
足
を
受
け
る
ケ
l

ス
、
も
う
一
つ
は
、
第
三
債
務
者
が
債
務

者
の
た
め
に
行
為
す
る
第
三
者
に
給
付
し
、
債
務
者
が
給
付
物
を
取
得
す
る
ケl
ス
で
あ
る
。
典
型
例
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
金
銭
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一
つ
は
、
第

請
求
権
の
移
付
に
お
け
る
取
立
て
（
Z
P
O
八
三
五
条
、
八
三
七
条
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
所
有
権
移
転
請
求
権
の
取
立
て
（
Z
P
O

八
四
七
条
、
八
四
七
a

条
、
八
四
八
条
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
者
の
ケ

l

ス
の
み
が
考
察
さ
れ
る
。
倒
産
法
上
、
倒
産
債
権
者
は

直
接
給
付
を
受
け
る
こ
と
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
前
者
に
対
応
す
る
ケ
l

ス
は
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
剖
）

所
有
権
移
転
請
求
権
の
取
立
て
は
、
川
不
動
産
ま
た
は
登
記
さ
れ
た
船
舶
、
凶
動
産
に
関
す
る
そ
れ
に
区
別
さ
れ
る
。

川
の
際
に
は
、
明
文
上
、
代
位
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、z
p
O

八
四
八
条
二
項
二
文
、
八
四
七
a

条
二
項
二
文
に
よ

れ
ば
、
第
三
債
務
者
が
不
動
産
ま
た
は
登
記
さ
れ
た
船
舶
の
所
有
権
移
転
に
つ
き
、
裁
判
所
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
債
務
者
を
代
理
す

る
保
管
者
ま
た
は
受
託
者
（
Z
P
O
八
四
八
条
一
項
・
二
項
一
文
、
八
四
七a
条
一
項
・
二
項
一
文
）
と
物
権
的
合
意
お
よ
び
登
記
を
行

う
場
合
、
代
理
の
効
果
と
し
て
所
有
権
が
債
務
者
に
移
転
す
る
と
と
も
に
、
債
権
者
は
所
有
権
移
転
請
求
権
上
の
差
押
質
権
の
代
わ

（
創
）

り
に
、
法
上
当
然
に
、
不
動
産
ま
た
は
船
舶
上
に
保
全
抵
当
権
を
直
接
取
得
す
る
。
た
だ
し
、
処
分
権
関
係
は
当
然
に
は
不
動
産
ま

た
は
船
舶
上
に
継
続
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
処
分
権
を
制
限
す
べ
く
、
あ
ら
た
め
て
不
動
産
ま
た
は
船
舶

を
差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Z
P
O
八
四
七
a

条
三
項
、
八
四
八
条
三
項
、
Z
V
G
二

O
条
一
項
、

一
四
六
条
一
項
、

一
六

条
）
。

他
方
、
凶
の
際
に
は
、
代
位
の
明
文
規
定
は
存
し
な
い
。
z
p
O

八
四
七
条
一
項
は
、
z
p
O

八
四
八
条
二
項
二
文
、
八
四
七
a

条
二
項
二
文
と
異
な
り
、
動
産
は
債
権
者
の
委
任
す
る
執
行
官
に
引
き
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し

（
位
）

な
が
ら
、
根
拠
に
は
若
干
争
い
が
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
は
こ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
債
務
者
が
動
産
の
所
有
権



（
部
）

移
転
に
つ
き
執
行
官
と
物
権
的
合
意
お
よ
び
引
渡
し
を
行
う
場
合
、
代
理
の
効
果
と
し
て
所
有
権
が
債
務
者
に
移
転
す
る
と
と
も
に
、

債
権
者
は
差
押
質
権
の
代
わ
り
に
、
法
上
当
然
に
、
動
産
上
に
差
押
質
権
を
直
接
取
得
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
処
分
権
関
係
も
ま
た

当
然
に
、
再
度
の
差
押
え
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
動
産
上
に
継
続
す
る
。
こ
う
し
た
取
扱
い
は
、
凶
で
は
川
と
異
な
り
、
受
領
者
が

首
尾
よ
く
代
位
物
上
の
管
理
権
を
有
す
る
執
行
官
で
あ
っ
た
（
Z
P
O
八
四
七
条
二
項
、
八
一
四
条
以
下
）
、
と
い
う
事
情
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
差
押
目
的
請
求
権
の
取
立
て
で
は
、
目
的
物
上
の
差
押
質
権
・
満
足
権
、
処
分
権
関
係
は
原
則
と
し
て
、
代

位
に
よ
り
法
上
当
然
に
、
給
付
物
上
に
直
接
継
続
す
る
。
取
立
行
為
者
が
各
々
執
行
債
権
者
、
執
行
機
関
の
た
め
に
す
る
態
度
を
示

し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

同
小

強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
に
よ
れ
ば
一
般
に
、
法
上
当
然
に
、
執
行
客
体
上
の
帰
属
関
係
の
代
位
物
上
へ
の
直
接
継
続

が
生
じ
る
。
そ
の
際
に
は
、
行
為
者
の
態
度
お
よ
び
意
思
い
か
ん
は
問
わ
れ
な
い
。

括

ドイツ倒産法における物上代位

倒
産
管
財
人
の
処
分
に
対
す
る
類
推
適
用

強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
は
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
類
推
適
用
さ
れ
う
る
か
。
こ
の
間
い
に
応
え
る
に
は
、
両
者
の

（
剖
）

利
益
状
況
を
対
比
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 第
一
に
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
両
者
の
利
益
状
況
の
同
質
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
強
制
執
行
は
個
別
執
行
a
E
N
o－
－

g

ロ
鬼
門2
w
g
m）
、
倒
産
手
続
は
包
括
執
行
（
の
g
m
B

言
。
－Z
店
長
g
m

）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
、
執
行
に
際
し
て
債
権
者

お
よ
び
目
的
物
を
個
別
的
に
規
律
す
る
か
包
括
的
に
規
律
す
る
か
、
と
い
う
点
の
み
を
異
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
よ
り
具
体
的
に
分
析
し
て
み
て
も
、
結
論
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
ず
、
同
執
行
債
権
者
の
差
押
質
権
・
満
足
権
は
、
倒
産

債
権
者
の
権
利
と
類
似
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
差
押
質
権
・
満
足
権
の
機
能
は
、
事
後
に
差
し
押
さ
え
た
者
に
対
す
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12) 

る
優
位
を
確
保
す
る
点
に
あ
る
（
Z
P
O
八
O
四
条
三
項
、
Z
V
G
一
O
条
一
項
五
号
、
二
条
二
項
）
と
こ
ろ
、
倒
産
債
権
者
も
ま
た
、

手
続
開
始
後
に
生
じ
た
新
債
権
者
に
対
す
る
優
位
を
確
保
さ
れ
て
い
る
（H
5
0
三
八
条
）
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
川
執
行
債
務
者
の

財
産
の
担
い
手
た
る
地
位
と
倒
産
債
務
者
の
そ
れ
は
、
同
等
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
強
制
執
行
手
続
上

各
債
権
者
の
満
足
後
の
残
額
が
執
行
債
務
者
へ
と
帰
属
す
べ
き
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
｜
｜
講
壇
ケ

i

ス
で
は
あ
る
が

｜
｜
倒
産
手
続
上
全
債
権
者
へ
の
弁
済
後
の
残
額
は
倒
産
債
務
者
へ
と
帰
属
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
例
執
行
機
関
の
処
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分
権
は
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
権
と
同
質
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
執
行
機
関
の
処
分
権
は
、
事
後
に
行
わ
れ
る
換
価
の
た
め

に
付
与
さ
れ
る
が
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
権
も
ま
た
、
事
後
に
行
わ
れ
る
換
価
の
た
め
に
付
与
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
回
）

し
た
が
っ
て
、
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
は
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
類
推
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（四）

総
括

総
じ
て
、
特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
も
、
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
も
、
い
ず
れ
も
倒
産
管
財
人
の
処
分
に

類
推
適
用
さ
れ
う
る
。

（
舗
）

二
つ
の
方
法
の
関
係
は
こ
う
理
解
さ
れ
る
。
両
者
は
相
互
に
関
係
な
く
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
へ
の
類
推
適
用
を
基
礎
づ
け
る
。

も
し
も
要
件
ま
た
は
効
果
に
差
異
が
あ
る
な
ら
、
双
方
の
関
係
を
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
よ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
当
面
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
そ
う
し
た
事
実
は
存
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
類
推
適
用
に
反
対
し
た
い

な
ら
、
両
者
の
い
ず
れ
に
も
類
推
の
基
礎
が
な
い
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



五

三五
日日

キ古

（ー）

要
約

以
上
の
考
察
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

倒
産
管
財
人
が
倒
産
財
団
に
属
す
る
も
の
を
正
当
に
処
分
し
た
場
合
、
そ
の
代
位
物
は
も
と
よ
り
当
該
倒
産
財
団
に
帰
属
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
物
上
代
位
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
管
財
人
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
解
決
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
機
関
説
は
倒
産
財
団
の
法
主
体
性
を
前
提
と
す
る
点
で
と
り
え
な
い
し
、
ま
た
、
職
務
説
・
債
務
者
代
理
説
で
は
代
位
物
が
自

ドイツ倒産法における物上代位

由
財
産
で
は
な
く
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
点
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

倒
産
管
財
人
が
不
当
に
処
分
し
た
場
合
に
も
、
代
位
物
は
同
じ
く
当
該
倒
産
財
団
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
。
不
当
処
分
で
も
手
続

目
的
に
明
白
に
反
し
な
い
限
り
、
処
分
は
有
効
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
善
意
取
得
が
成
立
す
る
な
ら
ば
有
効
処
分
と
な
る
。
こ

う
し
た
場
合
に
、
正
当
ケ
l

ス
と
区
別
し
て
、
代
位
物
を
管
財
人
の
固
有
財
産
あ
る
い
は
誤
っ
た
倒
産
財
団
に
帰
属
さ
せ
る
理
由
は

み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
倒
産
管
財
人
の
損
害
賠
償
責
任
で
対
処
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
反
論
は
成
り
立
た
な
い
。
債
権

的
請
求
権
で
は
救
済
と
し
て
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
結
論
を
、
管
財
人
の
法
的
地
位
論
に
よ
り
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
い
ず
れ
の
見
解
も
代
位
物
の
帰
属
先
に
つ
き
、
管
財
人
の
態
度
ま
た
は
意
思
を
基
準
と
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
を
問
わ
ず
に
代
位
物
を
当
該
倒
産
財
団
に
帰
属
さ
せ
る
に
は
、
物
上
代
位
を
援
用
す
る
ほ
か
な
い
。

そ
の
方
法
と
し
て
は
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
強
制
執
行
に
お
け
る
物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
で
あ
る
。

前
者
は
特
別
財
産
の
維
持
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
行
為
者
の
態
度
お
よ
び
意
思
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
取
立
て
・
譲
渡
に
よ

り
取
得
さ
れ
た
も
の
を
特
別
財
産
に
帰
属
せ
し
め
る
。
こ
の
規
定
は
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
も
類
推
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。253 
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倒
産
財
団
も
責
任
・
管
理
の
点
で
他
の
一
般
財
産
か
ら
法
上
区
別
し
た
取
扱
い
を
受
け
る
特
別
財
産
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
じ
く
代
位

に
よ
り
こ
れ
を
維
持
す
る
必
要
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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後
者
は
一
般
に
、
執
行
客
体
上
の
帰
属
関
係
、
す
な
わ
ち
執
行
債
権
者
の
差
押
質
権
・
満
足
権
、
執
行
債
務
者
の
財
産
の
担
い
手

た
る
地
位
、
執
行
機
関
の
処
分
権
を
法
上
当
然
に
代
位
物
上
に
直
接
継
続
せ
し
め
る
。
当
該
規
定
の
類
推
適
用
も
肯
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
倒
産
手
続
も
執
行
の
一
形
式
で
あ
る
し
、
ま
た
、
執
行
客
体
上
の
帰
属
関
係
の
維
持
と
い
う
要
請
は
機
能
的
に
み
て

倒
産
手
続
に
も
等
し
く
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。

両
者
は
相
互
に
無
関
係
に
類
推
適
用
を
基
礎
づ
け
る
か
ら
、
双
方
と
も
に
退
け
ら
れ
な
い
限
り
、
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

同
比
較
法
的
示
唆

わ
が
国
倒
産
法
学
の
観
点
か
ら
は
、
以
下
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。

第
一
に
、
倒
産
管
財
人
が
正
当
に
処
分
し
た
代
位
物
が
倒
産
財
団
に
帰
属
す
る
根
拠
は
な
に
か
、
不
当
処
分
の
際
に
は
財
団
に
帰

属
す
べ
き
か
、
帰
属
す
べ
き
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ

る
。
わ
が
国
で
は
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
題
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
と
く
に
正
当
処
分
の
問
題
は
深
刻
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
間
い
に
応
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
管
財
人
の
正
常
な
職
務
が
法
理
論
上
の
基
礎
づ
け
な
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
膨
張
主
義
が
採
用
さ
れ
た
新
倒
産
法
下
で
す
ら
、
議
論
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

第
二
に
、
不
当
処
分
ケ
l

ス
に
お
い
て
代
位
物
は
倒
産
財
団
に
帰
属
す
べ
き
、
と
い
う
価
値
判
断
が
提
示
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
不
当
処
分
の
際
に
は
処
分
の
有
効
性
と
管
財
人
の
損
害
賠
償
責
任
を
論
じ
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
代
位
物
の
帰

属
先
に
も
目
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
右
の
論
旨
が
直
接
に
妥
当
す
る
の
は
管
理
型
な
い
し



管
財
人
型
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
後
見
型
な
い
し
D
I
P

型
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
で
あ

る
。
「
他
人
の
特
別
財
産
」
と
「
自
己
の
特
別
財
産
」
を
区
別
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

第
三
に
、
代
位
物
の
帰
属
を
基
礎
づ
け
る
法
律
構
成
と
し
て
、
物
上
代
位
が
援
用
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
管
財
人
の
法
的
地
位

を
め
ぐ
る
議
論
で
は
問
題
を
適
切
に
解
決
で
き
な
い
、
と
い
う
批
判
は
傾
聴
に
値
す
る
。
わ
が
国
で
は
管
理
機
構
人
格
説
が
有
力
で

あ
る
が
、
同
説
も
財
団
の
法
主
体
性
を
否
定
す
る
以
上
、
職
務
説
・
債
務
者
代
理
説
に
対
す
る
の
と
同
一
の
批
判
が
当
て
は
ま
る
。

た
だ
し
、
か
り
に
こ
の
批
判
を
受
け
容
れ
た
と
し
て
も
、
物
上
代
位
に
よ
る
解
決
を
採
用
し
う
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
わ

が
国
に
は
、
制
定
法
上
「
代
位
条
項
」
が
少
な
い
と
い
う
基
本
的
な
障
害
が
あ
る
。
ま
た
、
物
上
代
位
の
基
礎
理
論
研
究
に
乏
し
く
、

概
念
に
関
す
る
学
問
上
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
性
を
認
識
せ
し
め
た
こ
と
ま
さ
し
く
そ
れ
自
体

の
う
ち
に
、
も
っ
と
も
重
要
な
比
較
法
的
示
唆
を
み
て
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ドイツ倒産法における物上代位

（1
）
わ
が
国
現
行
倒
産
法
制
上
、
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
の
は
、
管
理
型
な
い
し
管
財
人
型
に
属
す
る
、
破
産
（
清
算
型
）
と
会
社
更
生

（
再
生
型
）
で
あ
る
。
民
事
再
生
（
再
生
型
）
と
特
別
清
算
（
清
算
型
）
は
後
見
型
な
い
しD
I
P

型
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
管
財
人
は

選
任
さ
れ
な
い
。
他
方
、
ド
イ
ツ
現
行
倒
産
法

2
5
0
）
は
、
わ
が
国
と
は
異
な
り
、
複
数
手
続
型
で
は
な
く
単
一
手
続
型
を
採
用
し

て
お
り
、
原
則
と
し
て
倒
産
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
倒
産
法
一
般
に
つ
き
、
概
説
書
と
し
て
、
吉
野
正
三
郎
『
ド
イ
ツ
倒
産
法

入
門
」
（
成
文
堂
、
二
O
O

七
年
）
、
研
究
書
と
し
て
、
三
上
威
彦
『
ド
イ
ツ
倒
産
法
改
正
の
軌
跡
」
（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
、
木
川
裕

一
郎
『
ド
イ
ツ
倒
産
法
研
究
序
説
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（2
）
倒
産
法
学
に
お
け
る
議
論
状
況
に
つ
き
、
中
田
淳
一
「
破
産
法
・
和
議
法
（
法
律
学
全
集
三
七
）
』
八
七
｜
八
九
、
一
七
六
l

一
八

一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
、
斎
藤
秀
夫
H

麻
上
雅
信
H

林
屋
礼
二
編
『
注
解
破
産
法
上
巻
〔
第
三
版
〕
』
七
三l
七
四
、
七
八
｜
八

四
頁
［
小
室
直
人
H

中
殿
政
男
］
（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
、
伊
藤
員
『
破
産
法
・
民
事
再
生
法
」
一
四O｜
一
四
五
、
一
七
O
l

一

八
一
、
四
七
九
！
四
八
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
O
O

七
年
）
、
竹
下
守
夫
編
代
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
l

ル
破
産
法
』
一
一
二
六l

一
三
九
頁
［
高

山
崇
彦
］
、
三
三
O
l

三
三
二
頁
［
田
原
睦
夫
］
（
青
林
書
院
、
二
O
O
七
年
）
、
お
よ
び
、
松
田
二
郎
『
会
社
更
生
法
（
法
律
学
全
集
三
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u
n
g
 ftir 

das 
schweizerische 

R
e
c
h
t
 Ztircher 

Beitrage 
zur 

Rechtswissenschaft, 
H. 

200, 
Diss., 

Ztirich 
1955, 

S. 
146-147 (8

(
)
 
;
 sowie 

Dorothee, 
EINSELE, 

Inhalt, 

S
c
h
r
a
n
k
e
n
 u
n
d
 B
e
d
e
u
t
u
n
g
 des Offenkundigkeitsprinzips: U

n
t
e
r
 besonderer Berticksichtigung des Geschafts 

ftir 
den, d

e
n
 es angeht, der fiduziarischen T

r
e
u
h
a
n
d
 sowie der dingliche Surrogation, J

Z
 1990, S. 

1007-1008 

(
(
(
)
 
;

 Dieter M
E
D
I
C
U
S
,
 Btirgerliches Recht: Eine n

a
c
h
 A
n
s
p
r
u
c
h
s
g
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 geordnete Darstellung zur 

Examensvorbereitung, A
c
a
d
e
m
i
a
 iuris, 20. Aufl., K

O
l
n
 u
a
 2004, ｧ

 5
 III 
2c), Rn. 91, S. 

60 
（
⑮
）
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~
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W
O
L
F
,
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Jus 1975, s. 
646, Jus 1976, S. 

104; C
O
E
S
T
E
R
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W
A
L
T
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E
N
,
 supra note 8, s. 

25; L
A
N
G
E
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K
u
c
H
I
N
K
E
,
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1
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,
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国
k
p
m
U
E
f
ω
己
目
】
同
－

m
－
一
一
ロ
。
件
。
一

ω
・
ω
・
ω
・

（
日
）
類
推
適
用
を
完
全
に
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
支
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
き
、
水
津
・
前
掲
注
（5
）
理
論
的
基
礎
側
完
四
八

｜
四
九
頁
注
一
七
四
参
照
。

（M
H）
国
k
p
m
u
E
f
ωロ古
一E

ロ
。
件
。ω
・
河
口
・
］
戸
l
H
ω・
ω
・
h
H
l
印

w
向
。
口
百
円
河
口
－
a
p
p
ω・N
ω
ω・
河
口
・
∞
虫
Y
ω・
N
ω印
・
河
口
・
斗
（
）

U
J
ω・N
ω叶
・

（
日
）
引
用
は
、
国
〉
河
口
何
回

Y
ω
己
古
門ω
ロ
。
Z

∞
・
河
口
・
己
・
∞
・
印
ロ
ロ
色
河
口
・
∞
室
温

ω
・
N
ω
ω・
他
の
二
ケ
l

ス
に
つ
い
て
は
、
〈

m
F出
k
p
m
U何
回f

ω
g
u
g
ロ
。
Z
ω
・
同
内
回
目
】
・
（

V
E
丘
巴
・

（
日
）
〈m
F同
k
p河
口
一
巴f
ω
C
H》B
ロ
。
Z
ω
・
河
口
－E
W
ω・
印l
白
・

（
げ
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
の
文
献
を
含
め
、
否
定
説
を
主
張
す
る
、
富
皆
目F8
2
問
。B
E
g
s

司
N
C
E

恩
可
向
。
ユ
片
F
g
の
2
2
N
E

z
s
w
印
・
〉
ロ
戸
田
仏
・
N
・
冨
官
。v
g
N
C
C戸
m
g
N
［
』
。
R
E
E

耳
切
Z
N
開
F
V河
口
・
ロ
・
∞
・
お
き
を
参
照
。

（
国
）
よ
り
一
般
的
に
は
、
〈m
F同
包
ロ2

回
O
B
向
・ω
ロ
円
円
。
阿
見
吉
ロ
可
。

R
d
口
調
町W
E
B
－s
－Z
E
2

〈
2
B
m
g
M
m
一
N
Z
B
K
F口
君
。
ロ
乱EM
問
中

σ
2
0片
目
同
門
町
円
m
m∞
H
P
N
C
M
U（N
H
H
Y
N
C
h
H
H

）
切
の
回ω。
巧
町
内
山gm
先
日
開
0
・
口
町
ω
・
・
国m
w
B
σ
E
．

m
H也
吋ω
・

（
問
）
た
し
か
に
、
処
分
が
無
効
の
場
合
に
も
物
上
代
位
が
生
ず
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
、
と
く
に
相
続
回
復
請
求
権
に
お
け

る
物
上
代
位
（
B
G
B

二
O

一
九
条
）
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
肯
定
説
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
の

基
礎
に
は
、
理
論
的
根
拠
か
ら
処
分
の
有
効
性
、
し
た
が
っ
て
事
前
の
追
認
を
代
位
の
要
件
と
す
る
と
、
事
実
上
、
原
権
利
者
が
原
目
的

物
と
代
位
物
の
双
方
を
喪
失
す
る
危
険
が
生
ず
る
、
と
い
う
実
質
的
な
考
慮
に
あ
る
。
水
津
・
前
掲
注
（5
）
理
論
的
基
礎
付
五O
頁
注
二

一
参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
お
け
る
物
上
代
位
の
際
に
は
、
原
権
利
者
で
あ
る
倒
産
債
務
者
に
よ
る
追
認
と
い
う

事
態
は
そ
も
そ
も
観
念
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
以
上
の
議
論
は
本
稿
と
の
関
係
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

（
却
）
判
例
・
通
説
で
あ
る
0
4
・
4
g
同
5
5

何
百
ω

こ
包
白
河
＼
君
主B
E
E

。
E
T

同
S
E
5
5
5
m

い
の
円
。
昇
。B
B
O
E
R

－
m
m
H
l仏N
W

∞
－k
r
c巴
・
・
回
。
ユ
E
H
山
甲
山
町
、
ア

m
∞
・
河
口
－H印
0
・
∞
・N
h
p
f
戸
口
色
毛
布
出
回ω何
一
言
問
ペ
何
回f
Hロ
ω
。
日
〈
ゆ
ロ
N
円
ゅ
の
F
F
品
－k
r
z出
ニ
国
内
巴
ロgm
w
N
C
C
J

ア
河
口
－

E
・g
・
ω
・
ω
お
・
し
か
し
、
近
時
で
は
状
況
に
動
き
が
み
ら
れ
る
。
J
N
m
戸
』
〉
開
。
E
E
N
－
－
5
0
＼
者H
Z
U
何
回
、
・
2

胃
m
wロ
。
Z
ω
・
m
m
W
0
・
河
口
－NS
W

∞
－m
ω
ω
l
g印
・
本
文
の
基
準
も
代
理
権
濫
用
原
則
と
の
調
和
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
が
、
近
時
の
見
解
は
さ
ら
に
進
め
て
こ
れ
を
「
直
接
」

適
用
し
よ
う
と
す
る
。
両
者
の
相
違
は
、
前
者
が
「
明
白
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
相
手
方
保
護
」
を
要
件
と
し

て
取
り
込
む
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
不
当
処
分
の
際
に
も
処
分
は
有
効
に
な
り
う
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
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680-686, 

ｧ
 80 

[
U
H
L
E
N
B
R
U
C
K
]
,
 R
n
.
 52-126, 

S. 

1318-1358 
（
醤
撫
漏
）
．

（
常
）

Vgl. 
Stefan 

S
M
I
D
,
 
I
n
s
o
l
v
e
n
z
o
r
d
n
u
n
g
 (lnsO) 

m
i
t
 Insolvenzrechtlicher V

e
r
g
i
i
t
u
n
g
s
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 (InsVV): 

K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 ｧ

 80 [SMID], R
n
.
 17, 

S. 
471, R

n
.
 46, 

S. 
480-481 

（
醤
憶
漏
）

;
 BO
R
K
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 68, 

S. 
32, 

R
n
.
 

119, 
S. 

64-65 m
i
t
 F
n
.
 9

 （
醤
総
漏
）

;
 HA
.
S
E
M
E
Y
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 20, 

R
n
.
 9.28, 

S. 
242-243 m

i
t
 F
n
.
 129, 

R
n
.
 15.06-

15.09, s. 
365-369 

（
毒
機
穏
）

;
 ]A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
H
E
N
C
K
E
L
,
 
s
u
p
r
a
 note 

3, 
ｧ

 35, 
R
n
.
 
150, 

S. 
840; 

]
A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
 

W
I
N
D
E
L
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

ｧ
 80, R

n
.
 12 a. 

E., S. 
356, R

n
.
 48, S. 386-388 

（
醤
能
漏
）
－
＠
制
国
中
断
・
制
！
悔
い
宇
田

~,.lJヤ＇
i-0~

~
 

(
H
λ
S
E
M
E
Y
E
R
;
 ]
A
E
G
E
R
-
l
n
s
0
/
W
I
N
D
E
L

〔~E;~
組
（
お
）
偽
墜
〕
。
布

.;q"'
]
A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
H
E
N
C
K
E
L
当
事
悔
E堂
々
ヘ
~
K
t
i
鍾
求
拘

~
 i-0..lJ－

＼
眠
時
）
’
⑮
エ
恥
~
~
~
国
~..lJ~i-0~

~
 
(SMID/SMID

〔
掻
I
E
~
母nr:-Rる

亜
二
＆
~
｛
！
懸
命
日
当
時

.I~
レ
ー
ト
~,.lJr毛

ν
エ

i-0〕

;B
O

R
K

[H
A

D
ER

;
W
E
B
E
R
会

Jfij;lff:〕）
!
l
~
会

~i-0
。

（
お
）

Vgl. H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 117, S. 40, R

n
.
 696, S. 

233-234; W
E
B
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 4, 

S. 
41-56. 

（
写
）

fJ Q
諜
準

!l
0
エ
ν

ti"'
H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 38, S. 

14. 

（
弓
）

~\1,.lJ~
’
a皿

iti(＜
（
~
斑
宕
調

i己
申
脅
し
〈
「
い
古
紙
報
込
奪
三
主
J
い
二
時
心

fJ
《
ゾ
鰹
縄
e
剖
側
主

tj,.lJJ二
小
題
担

~-R♂
士
主
’
宅
起
蓉

~
~
m
国
t
i
~
~
ご
い
ま
字
叫
乞
起
稽
!
l
~
~
ν

＿）
*6
小
~
~
曲

Ilt;~,.lJ~
二
吋

i-00
「
軍
骨
副
知
醤
〈
：
」
~
~
益
田
会
｝
錨

1(-R..lJ＿）
ν
匪
離
れ
J
~
｛
！
~

~~iti(JE革
委
自
主
主
盟
会1’

試
皿

iti(＜
（
~
型

i己
~
~
ト
エ

..lJti届
~~~!l"'

ど
起

~It!~票当
!l
吋
~
~
単
認
。
士

i-0
f
 JムJ込

斗
件
〉
ニ
士
包

P
間
程

:m~ト

ニ
e
制
世
長
会

J~堅
｛
同
J

’
~oniti(<(

~
！
と
時
!
l
~
令

i-0車
~
E
;
;
~
盟
~
，
.
.
判
司
書
留
間
程
-R
＆
~
t
i
~
'
V
『
~
~
司
法
令
♂
』
軍
亙

~i-0
fJ,.lJ"' 

~
 

小
＿
＿
＿
）
｛
！
除
夜
る
必
至
杓
£
ト
Q

f
 J,.lJ

ど
~-R..lJ~ポトQj"'

人
j
；
二
小
兵
士
早

J嶋
崎
。

H
A
R
D
E
R
,
s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 46, S. 

16-17, vgl. a
u
c
h
 

R
n
.
 201 a. 

E., S. 
70. 

（
司
）

H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 219, S. 75. 

（
年
）

余年早~$：＇.
!l

0
柿

ti"'
H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 41-53, S. 

15-19. 

（
事
）

$
1
~
m
貢
盤
申
伯
母

p
vgl. H

A
.
S
E
M
E
Y
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 20, R

n
.
 15.01-15.09, S. 349-369; ]

A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
j
W
I
N
D
E
L
,
 s
u
p
r
a
 

note 3, 
ｧ

 80, R
n
.
 11-20, S. 

354-363. 

（
早
）
寵
乞
酎
活
指
二
J
模
饗
E
活
再
吋
’
b
壬

4司
君
！
と
持
活
~
q
更
年
!
1
0
哨t(

H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 26-27, S. 

10-11, R
n
.
 

員



N@N
 

44-45, S. 
16, R

n
.
 52-53, S. 

19. 

（
手
）

Vgl. ]
A
E
G
E
R
/
H
E
N
C
K
E
L
,
 s
u
p
r
a
 note 20, ｧ6, R

n
.
 167, S. 249; H

E
S
S
,
 s
u
p
r
a
 note 37, ｧ

 80, R
n
.
 172, S. 

1467; U
H
L
E
N
ｭ

B
R
U
C
K
/
U
H
L
E
N
B
R
U
C
K
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 37, ｧ

 35, R
n
.
 4, s. 

682, ｧ
 56, R

n
.
 69, s. 

1042. 

（
与
）
蓉
斗
乞
起
縄
e
軍

-R
＆
~
主’

W
E
L
L
E
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 6, 

S. 
21 i込

fJ
e
掛
型
里
会

I饗
fil!l制

慰
J
ν
エ

i-0。
「
向
。
問
主
’
時
帰
－
＜
~

信
手
段
毒

~＇＼｛＜）...…
荊
悩

－＜
!
l
~
－

~i-0
軍
事
訴
Q
醤
幽
~
小
~
~
1
0
!
.
l
Q
そ
届
~
i
-
O
~
:
Q
~
起
草
制
今
年

J＇
主
~
~
記
~

~-R!.l!iミ
ペ
工
、
必
エ
」
。
連
立
制

鴬
え
小
平

－＇ti'
]
A
E
G
E
R
/
H
E
N
C
K
E
L
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 20, ｧ

 6, 
R
n
.
 37, S. 

191 'l{d繍
盤
。
醤
総
漏
e
盤
以
乞
記
入

J
s,小型車世与己主主国相手－＇＇＼♀

i-0 
f
 J心
申
請
雇
掴

4眠
時
わ
〈
昔
話
や
’
去
三
e
吋
小
：
」
♀
小
。
「

fJ
兵

!l
ι-6

＼＼
ν
4
ポ
ヤ
託
皿
~
－
＜
ゐ
託
皿
醤
－
＜

.lJ....）ν
lと
時

~i-0
単~4D!.l~毒蛇守＂＇－

l
-
0
~
~

~
’
握
骨
組
長
占
召
耳
喧
羽
詰
制
下

－＇ti~ポ
〉
醤

jfil!_l~
 r毛
嘩
~
i
-
0
~
会
込
漏
$
れ

）~二
時

~t--'＇＼♀時」
0
~
布
吟

!l'
J
A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
W
I
N
D
E
L
,
 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3, 

ｧ
 80, R

n
.
 48, S. 

388
早－＇t

i
f
J
~
~
正
問
為
霊
鍾
杓
£
ν

；
二
時
。

（
等
）

J
A
E
G
E
R
/
H
E
N
C
K
E
L
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 20, ｧ

 6, 
R
n
.
 37, S. 

191; ]
A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
W
I
N
D
E
L
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3, 

ｧ
 80, 

R
n
.
 48, S. 

3
8
8
当

P
毒
字
斗
乞

4記
＇＼｛＜）ru:;・哨ti4D

エ
!l
坦

...J('\
0~~Dll

按
－
＜
~
制
民
会

Jj亜
聖
母
~＇＇（

，柿tl.lJ
；
エ

P
~
~
~
~
f
i
l
・
~
自
n@!l;i

喧
.lJ....）ν

’
ま
血
~

－
＜
~
是
正
精
霊
会
｝
無
謀
~i-00

，
同
~
君
臨
生
命

1離
炉

1-QfJ.lJt--'＇
「
ま
血
~
－
＜
思
－
＜
~
母
nr:-R~~ぷ

ベ
る
会
~
~
傾
田
~
w
ぱ
Jν~jfil'l{d

菜：
~I-OJ

f時
鎖
込

~-=1
杓
~

i-0.lJ；
二
小
兵
士
h
~
時
。

...J-R...J’
fJ小

.
.
.
.
）
~
劇
団
主
持
寝
込
~
l
冨
：
.
L
.
;
q
v
~
~
r
く

P
令
指

4ミ
~
~
皿
~
－
＜
ゐ
益
回
以
由
主

~
i
-
0
~
~
会

1豆
！
余
...J~~4D!.lti

苛
甘
い

tiihS
＆
~
ポ
エ
。

（
争
）

V
 gl. 

H
.
A
S
E
M
E
Y
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 20, 

R
n
.
 9.28, 

S. 
243 m

i
t
 F
n
.
 
129 

（
邸
抑
存
匙
!
l
~
謹
£
時
）

;
 ]A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
 

H
E
N
C
K
E
L
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3, 

ｧ
 35, R

n
.
 105, S. 

804. 

（
~
）
 

Vgl. W
O
L
F
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 7, 

J
u
s
 1975 S. 

715 
（
七
回
J
E
似
制
維
題
羅
）

;
 W
E
L
L
E
,
 s
u
p
r
a
 note 6, 

S. 
107, 

116; 

W
E
B
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4, 

S. 
54. 
~
蝶
e
型
車
制
E接
担
畑
出
笠
通
量
思
鰹
鎚
e
盤
以
乞
起

t--'ti｛
＜
星
野
宮
下
J判

J布
二
型
車
制

ll'\{d思
惑
令

i-0~
台

!_l'

嬉｛！日
fil!l饗

濯
J
小

i-0°
W
E
B
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4, 

S. 
4
5
 

（
巴
）

V
 gl. 

H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3, 

R
n
.
 52-53, S. 

19; W
E
B
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4, 

S. 
42-43. 

（
~
）
 

Vgl. ]
A
E
G
E
R
/
H
E
N
C
K
E
L
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 20, ｧ

 6, 
R
n
.
 37 a. 

E., S. 
191; ]

A
E
G
E
R
-
l
n
s
O
/
W
I
N
D
E
L
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3, 

ｧ
 80, 

R
n
.
 4
8
 a. 

E., 
S. 

388; u
n
d
 H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3, 

R
n
.
 43 a. 

E., 
S. 

16, 
R
n
.
 51, S. 

18, 
R
n
.
 53, S. 

19; W
E
B
E
R
,
 s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 4, 

S. 
42-45. 
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（
包
）

H
A
R
D
E
R
,
 s
u
p
r
a
 note 3, 

R
n
.
 55, S. 

20. 

(;:?;) 
~
晴
：
~.....JνP

特
殻
・

~ffi:;~：
出
（
∞
）
厚
~
~
雇
孟
瑚
盤
工
11-\J-11H

く
固
執
盤
。
判
経

~ru:;座
主
欄
持

:m
!.l ti JJ ~

 !.l~~l'Q
。

（
巴
）
巨
曝

!.l~国
間
約
~
~
ト
ド
~
~
幽
（
向
。
凶

1
ｷ1( §-1(

蝶
）
当
鍾

~1"'1-Qo
JJ ~

当
’
8
1
：
製
~
制
e
去三4足

早
.1；♀

r-Q.lQ~’
⑮
匿
容
器
e
トド

~
~
官
：

11"'
1-Q傾

~
＇
＼
忌1国

~
~
~
ヤ
、
ト
③
」
O~!..l~

ニ
ν

，.
i?番

長
ぷ
君
主
己
樺
会
＇
~1°'1-Q。

特
使
・

~ffi:;~組
（
∞
）
間
縄
宕
判
事
者
~IE?J11

阿
組

1
0ー

 

（
包
）

Statt vieler W
O
L
F
,
 s
u
p
r
a
 note 7, 

Jus 1975, S. 
711; M

E
N
K
E
N
,
 supra note 6, 

S. 
26, 135. 

（
包
）

Vgl. Karl L
A
R
E
N
Z
,
 L
e
h
r
b
u
c
h
 des Schuldrechts, Bd. I, 

14. Aufl., M
i
i
n
c
h
e
n
 1987, ｧ

 18 I, 
S. 

236-241. 

（
~
）
 

JJ e
吋
小
指

~!l!田
制
緩

-R
＆

’
E挙
制
ド

!.l吋
！：：＇i毒

蛇
杓
~
~
~
~
包
母

i&:-R蝶
田
柄
引
当
~
~
蝶

1部
!..l.1-6 ！：：＇思

聴
杓
~
l
'
Q
~
；
二
小
田
翼
運
主

~
，
.
守
＼
ま
話
布
与
~
~
、
~-R!.l·同

日
長
柄
）
~
い
ニ

1-Q。
特
仕
.

~ffi:;~；
出
（
凶
）
割
程
詔
網
越
工
同
E
一
同
同
四
組

111111~私
盤
。

（
色
）

W
O
L
F
,
 supra note 7, 

Jus 1975, S. 
713. Vgl. a

u
c
h
 C
o
E
S
T
E
R
-
W
A
L
T
J
E
N
,
 supra note 8, 

S. 
26. 

(
g
)
 
S
T
R
A
U
C
H
,
 supra note 9, 

S. 
127. 

（
忌
）

S
T
R
A
U
C
H
,
 supra note 9, 

S. 
127. 

（
包
）

Vgl. S
T
R
A
U
C
H
,
 supra note 9, 

S. 
127-128; W

O
L
F
,
 s
u
p
r
a
 note 7, 

Jus 1975, S. 
713, Jus 1976, S. 

105; G
E
R
N
H
U
ｭ

BER, supra note 8, 
ｧ

 49 I
 7, 
9, s. 

468, 469; C
O
E
S
T
E
R
-
W
A
L
T
J
E
N
,
 supra note 8, s. 

25-26; L
A
N
G
E
/
K
U
C
H
I
N
K
E
,
 supra 

note 8, 
ｧ

 41 II 
2, 

S. 
1069-1070; ferner W

E
L
L
E
,
 supra note 6, 

S. 
91-92. 

1
 I哩
罫
樫
布
e
包

F
H
A
R
D
E
R
,
 supra note 3, 

R
n
.
 87-91, S. 

30-32. 

（
~
）
 

S
T
R
A
U
C
H
,
 supra note 9, 

S. 
133; W

O
L
F
,
 supra note 7, 

Jus 1975, S. 
713; G

E
R
N
H
U
B
E
R
,
 supra note 8, 

ｧ
 49 I

 7, 

s. 
468; C

O
E
S
T
E
R
-
W
A
L
T
J
E
N
,
 supra note 8, s. 

25-28; ferner W
E
L
L
E
,
 supra note 6, s. 

101, 
124; M

E
N
K
E
N
,
 supra 

note 6, 
S. 

99, 161; H
A
R
D
E
R
,
 supra note 3, 

R
n
.
 115, S. 40. 

（
忍
）
担
保
穏
・
年
同
羅
込
鰭
製
！
と
持
栴
Q
判
器
包
恵
国
e
極
睡
申
州
出
十
＂

l'Q~司ロ
!.lti
’
婁

BE;醤
骨
組
~~-Q!.l

炉
1-Q制

~
~
~
！
冨

!..l~v

e
込

l
J超早.／~！：：＇＂ペJ

e
設
~
:
m
~
ポ
穏
繕
！
言
組
主
己

4尚
早
.
I
~
~
臨
終

1"'ト~
~
-
R
勾
小
-
R
t
i
-
R
~
＆
恥

.....J~ti
0
判

J!::'.....Jぷ
ポ
エ
。
特
粧
・

~ffi:;報

組
（

L!)）
間
程
詔
欄
香
~
I
1( 

1
 -1

(
 1

 1l眠
組

gj
1
総
監
。
J
会

.....J"
Zミ
ド
－
~
，
毛
時
吋
小

!.l"
＊
寝
入

j~
~
~
~
t
i
J
J
 ~~!l!国

立
制

4-0ベ
1-Q~

~
:
t
主
布
；
二
。

(tg) 
T
H
I
E
L
E
,
 Studien z

u
m
 ehelichen Giiter・recht

des Biirgerlichen Gesetzbuchs: Die Surrogation n
a
c
h
 d
e
n
 S

詩



司、 AWN

1381, 
1382 B

G
B
,
 A
c
P
,
 Bd. 91 (1901), S. 

12-14; E
d
g
e
r
 W
I
N
D
M
O
L
L
E
R
,
 Die B

e
d
e
u
t
u
n
g
 u
n
d
 A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
f
剖

le
des 

Satzes: pretium succedit in 
l
o
c
u
m
 rei, 

res in 
l
o
c
u
m
 pretii n

a
c
h
 g
e
m
e
i
n
e
m
 Recht u

n
d
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ドイツ倒産法における物上代位
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ω
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ロ
∞
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例
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項
・
資
力
条
項
の
類
推
適
用
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回k
F
E
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－
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u
g

ロ
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口
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H
N
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∞
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g
l
N
ω品

（
権
利
取
得
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項
・
資
力
条
項
・
関
係
条
項
の
類
推
適
用
）
一
項
目
E

・2
司
5
5
g
h
p
m－
E
1
8

〔B
G
B

二
O
四
一
条
の
類
推
適
用
〕
一

ロ
ロ
色
・
7
帽
の
何
回N＼
回
開
z
n
同
一
何
回
よ
ω
ロ
℃B

ロ
。
件
。N
0・
河
口
－s
w
ω・
5
0
l
S
N
（B
G
B

一
四
七
三
条
・
ニ

O
四
一
条
お
よ
び
一
六
四
六
条
の
類

推
適
用
〔
B
G
B

一
六
四
六
条
は
管
財
人
の
意
思
の
必
要
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
援
用
〕
）
山
出
回
白
冨
忠
臣f
g

胃
ω
ロ
。
Z
N
P
同
毛
－

u
ロ
h悼
の
）
・
ω
・
H
笥
自
芹
司

p
a

（B
G
B

二
O
四
一
条
の
類
推
適
用
）
一
∞
冨
巴
＼
∞
冨

B
h
g
匂
B

ロ
。
Z
ω
∞
・
何
回
－
h
H
P
ω
・
h
s
o
（B
G
B

一

四
一
六
条
・
一
四
七
三
条
・
二

O
四
一
条
の
類
推
適
用
〔
B
G
B

七
一
八
条
も
引
き
合
い
に
出
す
〕
）
一
回
。mF
E

唱
話
口
。
Z
ω
・
河
口
・

ロ
タ
ω
・
2
3
M
・
匂
〔
出
〉UE

一
巧
何
回
初
を
引
用
〕
一
回
国
自
宮
間
g
F
g

司
B

ロ
。
R
N
0
・
河
口
－mw・M
∞
・ω
・
N
お
l
Nお
自
芹
司

P
H
N
句
（
旧
版

と
同
様
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一
γ
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。
E
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－
－5

。
＼
出
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合
同
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「

ω
己
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ロ
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。ω
－
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ω
伊
河
口
・5
0
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ω
・
∞
き
自
芹
司
ロ
・
ω
同
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旧
版
と
同
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一
』
k
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E
m
－

－
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ミ
H
Z
U
F
2
3
5
0
ω
み
∞
O
W
E・
品
∞
い
・
ω
∞
∞
ーω∞
∞
（
旧
版
と
同
様
）
・
次
の
点
を
補
足
し
て
お
く
。
ま
ず
、
E
g
m
E
z
n
E
F一

E
g
m
l
H
g
。
連
盟
ロ
戸
の
よ
う
に
、B
G
B

一
六
四
六
条
（
前
掲
注
（
日
）
参
照
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
管
財
人
の
意
思
の
必
要
を

基
礎
づ
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
次
の
批
判
が
あ
る
。
同
条
は
、
①
一
般
財
産
の
代
位
を
念
頭
に
（
国
〉
河
口
開

F
E

胃
ω
ロ
。
Z
ω
・
河
口
－

H
H
y
m・ω
∞
・
河
口
・
己
印
・

ω
・
h
g）
、
②
親
子
関
係
の
特
殊
性
に
基
づ
き
（
項
目
E
f
g

胃
ω
ロ
。
Z
A
P－
ω
・
印
印
）
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、

倒
産
財
団
へ
の
類
推
の
基
礎
が
な
く
、
③
「
責
任
財
産
の
維
持
」
（
巧
何
回

M
f
m
a
s
g
g
h
p
m
－
E
）
と
い
う
観
点
か
ら
は
結
論
的
に

も
相
当
で
な
い
。
次
に
、
物
上
代
位
論
の
側
で
は
少
数
説
で
あ
る
が
、
冨
思
良
一
思4・
2

胃
ω
ロ
。
g
p
ω
・
5
N
l
H
a
L
8
l
H
2
・
4
m
F
ω－

E
ω
l
Z
H
は
、
当
面
の
問
題
に
つ
き
物
上
代
位
の
類
推
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
要
す
る
に
、
①
正
当
ケ

l

ス
の
際
に
は
代

位
の
規
定
が
な
く
て
も
代
位
物
は
財
団
に
帰
属
す
る
こ
と
、
②
不
当
ケ
l

ス
の
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
が
、
利
益
状
況
の
相
違
に
か

ん
が
み
れ
ば
類
推
の
基
礎
と
な
る
規
定
は
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
①
に
は
三
日
で
述
べ
た
批
判
が
あ
て
は
ま
る
が
、
こ
の
点
に
は

応
答
さ
れ
て
い
な
い
。
②
は
こ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
対
比
さ
れ
う
る
の
は
他
人
が
財
産
を
管
理
す
る
ケl
ス
、
す
な
わ
ち
資
力
条
項
を

定
め
る
B
G
B

二
O

一
九
条
お
よ
び
一
六
四
六
条
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
管
財
人
が
財
団
を
管
理
す
る
場
合
と
は
問
題
状
況
が
異
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
通
例
条
項
の
類
推
適
用
は
認
め
る
が
、
か
れ
は
権
利
取
得
条
項
か
ら
取
立
て
を
排
除
す
る
少
数
見
解
（
前
掲
注
（
路
）
参

照
）
に
与
し
て
い
る
た
め
、
取
立
て
に
つ
い
て
も
代
位
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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切
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②
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本
稿
は
、
慶
慮
義
塾
大
学
幻

n
o
開
ー
の
の
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二O
O
七
年
一
一
月
二
五
日
）
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
・

修
正
を
く
わ
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二

0
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
倒
一
課
題
番
号
N
ミ
ω
8
8
）
の
助
成
を
受
け

た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


